
箕
面
市
広
告
事
業
実
施
要
綱

（
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
二
号
）

改
正
（
平
成
十
八
年
四
月
六
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
七
号
）

改
正
（
平
成
十
九
年
四
月
四
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
六
号
）

改
正
（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
五
十
八
号
）

改
正
（
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
十
四
号
）

改
正
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
二
号
）

改
正
（
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
日
箕
面
市
訓
令
第
十
三
号
）

改
正
（
平
成
二
十
四
年
四
月
三
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
五
号
）

改
正
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
六
日
箕
面
市
訓
令
第
七
十
四
号
）

改
正
（
平
成
二
十
五
年
四
月
五
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
二
号
）

改
正
（
平
成
二
十
六
年
四
月
八
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
六
号
）

改
正
（
平
成
二
十
七
年
四
月
六
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
七
号
）

改
正
（
平
成
二
十
九
年
四
月
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
四
号
）

改
正
（
平
成
三
十
年
四
月
六
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
一
号
）

改
正
（
令
和
三
年
四
月
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
八
号
）

改
正
（
令
和
四
年
四
月
十
八
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
四
号
）

改
正
（
令
和
五
年
四
月
十
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
二
号
）

改
正
（
令
和
七
年
四
月
九
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
市
の
資
産
等
を
広
告
媒
体
と
し
て
活
用
し
、
民
間
企
業

等
の
広
告
を
掲
載
す
る
こ
と
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、

市
の
新
た
な
財
源
の
確
保
及
び
事
業
の
経
費
節
減
を
図
り
、
も
っ
て
市
民
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
と
地
域
経
済
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
広
告
主
等
に
地

域
貢
献
の
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。



（
定
義
）

第
二
条

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

広
告
媒
体

次
に
掲
げ
る
市
の
資
産
等
の
う
ち
広
告
掲
載
が
可
能
な
も

の
を
い
う
。

イ

市
の
広
報
印
刷
物

ロ

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ハ

市
の
財
産

ニ

そ
の
他
広
告
媒
体
と
し
て
活
用
で
き
る
も
の

二

広
告
掲
載

広
告
媒
体
に
民
間
企
業
等
の
広
告
を
掲
載
し
、
又
は
掲
出
す

る
こ
と
を
い
う
。

三

広
告
事
業

市
の
資
産
等
に
広
告
掲
載
す
る
事
業
を
い
う
。

四

広
告
主
等

市
の
資
産
等
に
広
告
を
掲
載
し
よ
う
と
す
る
業
者
及
び
広

告
代
理
業
を
営
む
者
を
い
う
。

五

所
管
部
長

広
告
媒
体
と
な
る
市
の
資
産
等
を
所
管
す
る
部
局
室
長
を

い
う
。

（
広
告
の
範
囲
）

第
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
広
告
は
、
広
告
掲
載
を
し
な
い
。

一

法
令
等
に
違
反
す
る
も
の
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

二

公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

三

人
権
侵
害
と
な
る
も
の
又
は
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

四

政
治
性
の
あ
る
も
の

五

宗
教
団
体
に
よ
る
布
教
の
推
進
を
主
た
る
目
的
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の

六

個
人
の
氏
名
を
広
告
す
る
も
の



七

社
会
問
題
に
つ
い
て
主
義
主
張
す
る
も
の

八

公
衆
に
不
快
の
念
を
抱
か
せ
、
又
は
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

九

美
観
風
致
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

十

当
該
広
告
の
内
容
を
市
が
推
奨
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
の
資
産
等
に
掲
載
す
る
広
告
と
し

て
妥
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
広
告
掲
載
を
し
な
い
業
種
又
は
業
者
）

第
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
業
種
又
は
業
者
に
該
当
す
る
広
告
は
、
広
告

掲
載
を
し
な
い
。

一

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
条
各
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
営
業
を

行
う
業
種
又
は
業
者

二

消
費
者
金
融
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
業
種
又
は
業
者

三

た
ば
こ
に
関
す
る
業
種
又
は
業
者

四

民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
り
再

生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
業
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
五
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
た
業
者

五

箕
面
市
競
争
入
札
参
加
者
指
名
停
止
要
綱
（
平
成
八
年
箕
面
市
訓
令
第
二

号
）
の
規
定
に
よ
り
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
業
者
又
は
同
要
綱
に
規
定
す

る
指
名
停
止
基
準
に
該
当
す
る
事
実
を
確
認
し
た
業
者

六

反
社
会
的
行
為
に
係
る
業
種
又
は
業
者

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
告
主
等
が
掲
載

し
よ
う
と
す
る
広
告
の
内
容
が
同
項
各
号
に
規
定
す
る
業
種
又
は
業
者
に
関

す
る
も
の
で
な
い
と
所
管
部
長
が
特
に
認
め
る
場
合
は
、
広
告
掲
載
を
す
る
こ



と
が
で
き
る
。

３

広
告
掲
載
が
決
定
し
、
又
は
広
告
掲
載
が
実
施
さ
れ
た
後
に
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
の
業
種
又
は
業
者
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
場
合
を
除

く
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
は
、
当
該
広
告
掲
載
の
停
止
等
を

行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
討
会
議
）

第
五
条

市
の
広
告
事
業
の
方
針
決
定
及
び
所
管
部
長
が
作
成
す
る
要
領
等
を

検
討
す
る
た
め
、
箕
面
市
広
告
事
業
検
討
会
議
（
以
下
「
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。

２

検
討
会
議
の
委
員
は
、
市
政
統
括
監
、
総
務
部
長
、
地
域
創
造
部
長
及
び
み

ど
り
ま
ち
づ
く
り
部
担
当
部
長
と
す
る
。

３

検
討
会
議
の
議
長
は
、
地
域
創
造
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

検
討
会
議
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く

こ
と
が
で
き
な
い
。

５

検
討
会
議
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

６

検
討
会
議
の
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
検
討
会
議
の
会
議

に
関
係
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
又
は
説
明
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
審
査
会
）

第
六
条

広
告
媒
体
に
掲
載
す
る
広
告
等
を
審
査
す
る
た
め
、
箕
面
市
広
告
審
査

委
員
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

２

審
査
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
す
る
。

一

広
告
主
等
の
業
種
及
び
業
者

二

掲
載
す
る
広
告
の
内
容

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
広
告
掲
載
に
つ
い
て
の
疑
義



３

審
査
会
の
委
員
は
、
人
権
文
化
部
人
権
施
策
室
長
、
地
域
創
造
部
副
部
長
、

地
域
創
造
部
箕
面
営
業
室
長
、
地
域
創
造
部
地
域
活
性
化
室
担
当
室
長
（
行
政

財
産
の
管
理
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
者
）
、
み
ど
り
ま
ち
づ
く
り

部
ま
ち
づ
く
り
政
策
室
長
及
び
教
育
委
員
会
事
務
局
子
ど
も
未
来
創
造
局
学

校
教
育
室
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

審
査
会
の
議
長
は
、
地
域
創
造
部
副
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

５

審
査
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が

で
き
な
い
。

６

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数

の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

７

審
査
会
の
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
審
査
会
の
会
議
に
関

係
者
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
又
は
説
明
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
要
領
の
作
成
）

第
七
条

所
管
部
長
は
、
所
管
す
る
市
の
資
産
等
に
広
告
掲
載
を
す
る
と
き
は
、

要
領
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
要
領
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一

広
告
の
内
容

二

広
告
料

三

広
告
の
規
格

四

広
告
の
掲
載
期
間

五

広
告
主
等
の
募
集
及
び
選
定
方
法

３

所
管
部
長
は
、
要
領
に
つ
い
て
検
討
会
議
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
広
告
掲
載
の
募
集
）

第
八
条

所
管
部
長
は
、
要
領
に
つ
い
て
検
討
会
議
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
要

領
に
基
づ
き
広
告
主
等
の
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。



２

所
管
部
長
は
、
広
告
掲
載
に
つ
い
て
応
募
が
あ
っ
た
と
き
は
、
広
告
主
等
、

広
告
内
容
等
に
つ
い
て
審
査
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
広
告
掲
載
の
判
断
）

第
九
条

所
管
部
長
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
の
承
認
を
得
た
と

き
は
、
こ
の
要
綱
に
基
づ
き
、
広
告
掲
載
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
広
告
掲
載
の
取
消
し
）

第
十
条

所
管
部
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
の

広
告
掲
載
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
す
る
期
日
ま
で
に
広
告
料
の
納
入
が
な
い
場
合

二

広
告
の
内
容
に
虚
偽
の
事
実
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合

三

広
告
の
内
容
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
広
告
掲
載
を
決
定
し
た
内
容
と
異

な
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合

四

広
告
主
に
お
い
て
、
市
の
名
誉
若
し
く
は
信
用
を
失
墜
し
、
業
務
を
妨
害

し
、
又
は
事
務
を
停
滞
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
場
合

（
庶
務
）

第
十
一
条

検
討
会
議
及
び
審
査
会
の
庶
務
は
、
地
域
創
造
部
箕
面
営
業
室
に
お

い
て
行
う
。

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
広
告
事
業
の
実
施
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る

附

則

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
八
年
箕
面
市
訓
令
第
十
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
九
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
六
号
）



こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
一
九
年
箕
面
市
訓
令
第
五
十
八
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
一
年
箕
面
市
訓
令
第
十
四
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
二
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
三
年
箕
面
市
訓
令
第
十
三
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
五
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
箕
面
市
訓
令
第
七
十
四
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
五
年
箕
面
市
訓
令
第
四
十
二
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
六
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
七
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
四
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
一
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
八
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



附

則
（
令
和
四
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
四
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
五
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
二
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
箕
面
市
訓
令
第
四
十
号
）


